
平成２８年

第１回市議会定例会 議案第６８号

函館市学校給食共同調理場条例の一部改正について

函館市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

平成２８年２月２６日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例

函館市学校給食共同調理場条例（昭和４８年函館市条例第８６号）の

一部を次のように改正する。

第１条中

「函館市旭岡小学校親子学校給食共同調理場 函館市西旭岡町１丁目３３番地１
を

函館市亀尾小学校親子学校給食共同調理場 函館市亀尾町２８番地 」

「函館市旭岡小学校親子学校給食共同調理場 函館市西旭岡町１丁目３３番地１」に

改める。

別表中

「
函館市立旭岡小学校

函館市旭岡小学校親子学校給食共同調理場 函館市立上湯川小学校

函館市立東小学校

函館市立亀尾小学校 を

函館市立鱒川小学校
函館市亀尾小学校親子学校給食共同調理場

函館市立亀尾中学校

函館市立鱒川中学校
」

「
函館市立旭岡小学校

函館市立上湯川小学校

函館市立亀尾小学校



函館市旭岡小学校親子学校給食共同調理場 函館市立鱒川小学校 に

函館市立東小学校

函館市立亀尾中学校

函館市立鱒川中学校
」

改める。

附 則

この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

（提案理由）

函館市亀尾小学校親子学校給食共同調理場を廃止し，および函館市旭

岡小学校親子学校給食共同調理場の給食調理等を行う学校を変更するた

め


